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（仮称）蘇我火力発電所建設計画環境影響評価方法書に対する 

意見について（回答） 

 

 平成３０年１月３０日付け、環第８０７号により照会のありました標記の件につい

て、環境の保全の見地からの意見を、別紙のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：環境局環境保全部 

    環境保全課環境影響評価班 

電話 ０４３―２４５－５１８５ 

FAX ０４３－２４５－５５５３ 

Email kankyohozen.ENP@city.chiba.lg.jp 

 



別紙 

 

（仮称）蘇我火力発電所建設計画に係る環境影響評価方法書に対する意見 

 

 

本事業は、石油コンビナートなどの大規模な工場が立地する京葉工業地域に位置し、

千葉市中央区のＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区）構内において、約

１０７万ｋWの石炭火力発電所を設置し、電力の安定供給を行う計画である。 

本事業実施区域周辺では、光化学オキシダントの環境基準が達成されていない状況

にある。また、中央区臨海部では、降下ばいじんが市内周辺部より高い状況であるほ

か、過去に深刻な大気汚染により公害健康被害の補償等に関する法律に基づく地域指

定を受けていた。 

そのため、千葉市では、法令の求める水準より一層厳しい環境保全措置を盛り込ん

だ環境保全協定を複数の事業者と締結し、事業者及び行政が一体となって、粉じんや

硫黄酸化物等の削減に取り組み、環境改善を図ってきたところである。 

本計画の事業者は、以上の経緯及び地域特性を踏まえ、以下の点に対し真摯に対応

し、適切に調査・予測・評価を実施し、その検討経過も含め、環境影響評価準備書（以

下「準備書」という。）を作成すること。 

 

＜総論＞ 

１ 地域特性に関すること 

（１）本事業実施区域周辺において過去に深刻な大気汚染があったことや、現在でも

中央区臨海部では、降下ばいじんが市内周辺部より高い状況にあり、住民等か

ら意見が寄せられていることなどの状況を踏まえ、調査、予測及び評価の結果、

当該地域の課題についてどのように配慮した計画であるかを準備書で明らか

にすること。 

（２）本事業は、既に製鉄所が存在する地域に新たに石炭火力発電所を建設する計画

であることから、周辺環境への影響について特段の配慮を行う必要がある。ま

た、既存製鉄所の施設の一部を共用する計画でもあることから、総合的な環境

保全措置を検討し、準備書で明らかにすること。 

 

２ 予測手法等に関すること 

準備書を作成するにあたっては、予測した結果と実際の結果との間に大きな乖離が

生じないよう、調査及び予測における手法、時期、条件、パラメータ等についてその

検討過程も含めて記載し、妥当性が検証できるようにすること。 

 

 

 



＜各論＞ 

１ 大気質に関すること 

（１）本計画では、石炭及び石炭灰の貯蔵を密閉式とし、新設する輸送用コンベアも

密閉式にするなどの粉じん対策が取られているものの、JFEスチール株式会社

が所有する揚炭設備及び既存の輸送用コンベアにおける石炭の取扱量が増加

する計画とされており、発塵量の増加が予想されることから、使用する揚炭設

備及び既存の輸送用コンベアの管理・運用方法及び環境保全対策に係る責任の

所在を準備書で明らかにすること。 

（２）中央区臨海部は降下ばいじんの値がその他の地域と比較し高いこと、また、千

葉市環境目標値を超過している地点が存在することから、周辺地域における影

響を検証する必要がある。この地域特性を踏まえ、調査、予測及び評価を行い、

評価結果及び環境保全措置を準備書で明らかにすること。 

（３）施設の稼働により、多量の硫黄酸化物や窒素酸化物、ばいじん等の大気汚染物

質の排出が見込まれていることから、評価結果を踏まえ、利用可能な最善の排

ガス処理施設を導入することなどにより、大気汚染物質の排出を可能な限り低

減すること。 

（４）微小粒子状物質について、今後の法規制等の動向を踏まえ、予測及び評価等の

実施など、所要の検討を行うこと。 

（５）水銀について、評価結果を踏まえ、燃料炭の選定なども含めて環境への負荷を

可能な限り低減するため必要な措置を講じること。 

 

２ 燃料に関すること 

本計画では、使用する石炭種について具体的に明らかにしていないが、使用する石

炭種により、石炭使用量、燃焼後の排ガス成分、温室効果ガス排出量、石炭灰の量が

大きく異なることから、使用が見込まれる石炭種のうち、大気環境に最も大きな影響

を及ぼす石炭種を想定し、予測及び評価を行うこと。また、石炭種の選定にあたって

は、使用が見込まれる全ての石炭種について、水銀含有量、温室効果ガス排出量など

必要なデータを明示したうえで、石炭種選定のプロセスを準備書で明らかにすること。 

 

３ 騒音・振動に関すること 

方法書において、「予測対象時期等」に「最大となる時期とする」との記述がある

が、「最大となる時期」と判断する根拠を準備書で明らかにすること。また、評価結

果を踏まえ、施設の工事及び稼働並びに車両の搬出入の時間帯や経路に配慮するなど

多角的な対策による騒音・振動の低減の検討を行い、環境保全措置を準備書に示すこ

と。 

 

 



４ 水質・生物への影響に関すること 

（１）本事業実施区域に面する東京湾は、ＣＯＤ、窒素及びリンの負荷量削減を総合

的に進めている閉鎖性水域であり、赤潮や青潮がしばしば発生し、全窒素及び

全リンの環境基準を一部で超過する状況となっていることから、施設供用時の

排水のＣＯＤ、全窒素及び全リンなどの汚濁物質を最大限に削減するよう検討

し、環境保全措置を準備書で明らかにすること。 

（２）温排水に係る予測を行う際の初期条件や境界条件等の予測条件を適切に設定し、

その詳細を準備書で明らかにすること。 

また、冷却水へ薬剤を注入する場合は、水質への影響についても予測及び評価

を行い準備書で明らかにすること。 

（３）温排水による水温上昇の影響範囲が、都川河口に近いことから、都川へ遡上す

る魚類等への影響を調査するため、調査地点として都川河口（河川区域）を加

え、魚類の遊泳動物及び底生生物について調査、予測及び評価を行い、準備書

で明らかにすること。 

 

５ 土壌に関すること 

工場跡地に発電施設を設置することから、当該土地の土壌汚染の現況を把握のうえ、

その詳細を準備書で明らかにすること。また、土壌汚染が確認された場合、汚染の除

去等の措置が周辺環境に与える影響について、予測及び評価を実施し、環境保全措置

を準備書で明らかにすること。 

 

６ 廃棄物等に関すること 

本事業が竣工する 2024 年頃には、複数の石炭火力発電所が稼働し、各発電所から

多くの石炭灰が排出される見込みであり、本発電所の稼働に伴い発生する石炭灰のリ

サイクルが滞る懸念があることから、詳細な事業計画の策定にあたっては、セメント

需要等を含めた十分な検討を行い、継続的かつ安定的な方法に配慮し、予測及び評価

を行うこと。また、石炭灰以外の産業廃棄物についても、適正に処理できるよう、有

効利用等の継続的かつ安定的な方法に配慮し、予測及び評価を行うこと。 

 

７ 景観に関すること 

本事業は、住宅地の近傍及び蘇我スポーツ公園等の直近に石炭火力発電所を建設す

る計画であることから、調査地点として蘇我スポーツ公園を選定しているが、常時居

住する住民の視認性を考慮し、住宅地からの景観についても十分配慮すること。また、

煙突の形状や色等に十分配慮した計画とし、検討過程を含め準備書で明らかにするこ

と。 

 

 



８ 温室効果ガスに関すること 

 国においては地球温暖化対策計画に基づき対策を進めるとともに、エネルギーの使

用の合理化等に関する法律（以下「省エネ法」という。）、エネルギー供給事業者によ

る非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する

法律等により温室効果ガスの削減を図ることとしている。また、電力業界においては、

低炭素社会実行計画を策定し、計画に定めた目標の達成に向け取り組むこととしてい

る。さらに、千葉市では地球温暖化対策実行計画を策定し、温室効果ガスの排出削減

に向け、産業部門をはじめ部門ごとに施策を推進しているところである。 

これらを踏まえ、詳細な事業計画の策定にあたっては、以下のことに取り組むこと。 

 

（１）使用する石炭については、使用が見込まれる全ての石炭種について、温室効果

ガス排出量を予測するとともに、最も温室効果ガス排出量が多くなる石炭種に

より評価を実施すること。また、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組みを

準備書で明らかにすること。 

（２）発電方式については、石炭ガス化複合発電（IGCC）や石炭ガス化燃料電池複

合発電（IGFC）等のより効率的な発電方式について継続して検討し、効率の

良い方式を選択するとともに、当該方式を選択するに至った経緯を準備書で明

らかにすること。 

（３）省エネ法に基づくベンチマーク指標については、その目標達成に向けて計画的

に取り組み、2030 年度の遵守に向けた道筋を示すこと。さらに、本事業者が

ベンチマーク指標の目標を達成できないと判断した場合には、本事業の見直し

を検討すること。 

（４）二酸化炭素の回収、貯留及び利用技術（CCS、CCU 等）について、国の検討

状況や技術開発状況等を踏まえ、導入に向けた検討を行うこと。 

（５）バイオマス混焼について検討した結果を準備書で明らかにすること。 

 

９ 安全対策に関すること 

 本計画では、多量の石炭を使用するため炭塵爆発や自然発火の懸念があるほか、近

年集中豪雨等の異常気象が多発していることから、様々な環境リスクを想定し、万全

の安全対策をとること。 

 

１０ その他 

 本事業を進めるにあたっては、分かりやすい図書を作成したうえで、市民の理解が

促進されるよう、説明会等様々な機会を捉えて、積極的な情報提供及び丁寧な説明に

努めること。 


